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i n f o r m a t i o n

健
康
・
子
育
て

心
の
健
康
づ
く
り
講
演
会
の
お
知
ら
せ

　

う
つ
病
に
つ
い
て
〜
“
死
に
た
い
気
持
ち
”

を
抱
え
る
人
へ
の
関
わ
り
方
〜

【
講　

師
】
琉
球
大
学
医
学
部
高
次
病
態
医

科
学
講
座
精
神
病
態
医
学
分
野
助
教

　
　
　
　
　
　
　
　

田た
　
な
か中 

治
お
さ
む 

氏

【
と　

き
】
３
月
13
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
後
２
時
〜
午
後
４
時

【
と
こ
ろ
】
い
ち
ゅ
い
具
志
川
じ
ん
ぶ
ん
館

　
　
　
　
　

大
研
修
室

【
定　

員
】
80
名
（
入
場
無
料
）

【
申
込
方
法
】
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
申
込
く

だ
さ
い

Ｆ
Ａ
Ｘ　

９
７
３
｜
５
１
１
７

【
申
込
期
限
】
３
月
11
日
（
木
）

※
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
の
対
応
あ
り
ま
す
。

平
成
22
年
度
う
る
ま
市
育
英
会

貸
費
生
募
集

【
採
用
予
定
人
員
】
若
干
名

【
受
付
期
間
】

　

４
月
５
日
（
月
）
〜
４
月
30
日
（
金
）

た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

【
応
募
資
格
】

　

本
人
又
は
保
護
者
が
本
市
に
住
所
を
１
年

以
上
有
し
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律

第
26
号
）
に
定
め
る
大
学
（
短
期
大
学
を
含

む
。）、
修
業
年
限
２
年
以
上
の
専
修
学
校
、

高
等
専
門
学
校
及
び
高
等
学
校
（
本
市
島

し
ょ
地
域
出
身
高
校
生
に
限
る
。）
に
在
学

す
る
者

【
提
出
書
類
】

○
貸
費
申
請
書
（
指
定
様
式
）

○
住
民
票
謄
本

　
（
本
籍
地
、
続
柄
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

○
在
学
証
明
書

（
平
成
22
年
４
月
１
日
以
降
に
発
行
さ
れ

た
も
の
）

○
学
校
か
ら
の
推
薦
書
（
指
定
様
式
）

（
新
１
年
次
は
出
身
校
、
２
年
次
以
上
は

在
学
校
よ
り
）

○
直
近
１
年
の
成
績
証
明
書
又
は
調
査
書

（
開
封
無
効
）

（
新
１
年
次
は
出
身
校
、
２
年
次
以
上
は

在
学
校
よ
り
）

○
所
得
・
課
税
証
明
（
同
一
世
帯
で
20
歳
以

上
全
員
）

○
資
産
税
公
課
証
明
（
同
一
世
帯
で
20
歳
以

上
全
員
）

障
が
い
福
祉
課

1
９
７
３
｜
５
４
５
２

教
育
委
員
会　

総
務
課

1
９
７
８
｜
２
２
０
１

（
無
資
産
者
の
場
合
は
、
無
資
産
証
明
書
）

○
切
手
（
80
円
２
枚
・
採
否
通
知
用
）

【
募
集
要
項
】

　

具
志
川
、石
川
、勝
連
、与
那
城
の
各
庁
舎
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
提
出
先
】

　

教
育
委
員
会　

総
務
課　

育
英
会
担
当

育
児
・
介
護
休
業
法
が
改
正
さ
れ
ま
す
！

　

少
子
化
の
流
れ
を
変
え
、
男
女
と
も
に
子

育
て
や
介
護
を
し
な
が
ら
働
き
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
育
児
・
介
護
休

業
法
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

子
育
て
中
の
短
時
間
勤
務
制
度
及
び
所
定
外

労
働
（
残
業
）
の
免
除
の
義
務
化

①
３
歳
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
希

望
す
れ
ば
利
用
で
き
る
短
時
間
勤
務
制
度

を
設
け
る
こ
と
が
事
業
主
の
義
務
に
な
り

ま
す
。

②
３
歳
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
は
、

請
求
す
れ
ば
所
定
外
労
働
（
残
業
）
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

子
の
看
護
休
暇
制
度
の
拡
充

　

休
暇
の
取
得
可
能
日
数
が
、
小
学
校
就
学

前
の
子
が
１
人
で
あ
れ
ば
年
５
日
、
２
人
以

上
で
あ
れ
ば
年
10
日
に
な
り
ま
す
。

父
親
の
育
児
休
業
の
取
得
促
進

①
父
母
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場

合
、
休
業
可
能
期
間
が
１
歳
２
か
月
に
達

す
る
ま
で
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

②
配
偶
者
の
出
産
後
８
週
間
以
内
の
期
間
内

に
、
父
親
が
育
児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
、

特
別
な
事
情
が
な
く
て
も
再
度
の
取
得
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

③
労
使
協
定
に
よ
る
専
業
主
婦
（
夫
）
除
外

規
定
を
廃
止
し
、
専
業
主
婦
（
夫
）
家
庭

の
夫
（
妻
）
を
含
め
、
す
べ
て
の
労
働
者

が
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

介
護
休
暇
の
新
設

　

労
働
者
が
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
要
介
護

状
態
の
対
象
家
族
が
１
人
で
あ
れ
ば
年
５

日
、
２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年
10
日
、
介
護
休

暇
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

法
の
実
効
性
の
確
保

①
育
児
休
業
法
の
取
得
等
に
伴
う
労
使
間
の

紛
争
等
に
つ
い
て
、
県
労
働
局
長
に
よ
る

紛
争
解
決
の
援
助
及
び
調
停
委
員
に
よ
る

調
停
制
度
を
設
け
ま
す
。

②
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
の
公
表
制
度
や
報

告
を
求
め
た
場
合
に
報
告
を
せ
ず
、
又
は

虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
に
対
す
る
過
料
の

制
度
を
設
け
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

沖
縄
労
働
局
雇
用
均
等
室

　
　
　
　
　
　

1
８
６
８
｜
４
３
８
０

　

沖
縄
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　

http://okirodo.go.jp/
商
工
課

1
９
６
５
｜
５
６
１
１


